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合に、３月に１回を限度として300単位を所定単位数に加算す 合に、３月に１回を限度として300単位を所定単位数に加算す

る。 る。

６ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の ６ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の

医師（介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が急性増悪 医師（介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が急性増悪

等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が 等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要が

ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間 ある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間

に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。 に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

７ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定 ７ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定

施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着 施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施 型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション 設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション

費は、算定しない。 費は、算定しない。

ロ サービス提供体制強化加算 ６単位 ロ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用 府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用

者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回に 者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回に

つき所定単位数を加算する。 つき所定単位数を加算する。

５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 500単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 450単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 290単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 261単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位

注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

（指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養 （指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養

管理指導事業所をいう。以下同じ の医師が同一日に訪問診療、 管理指導事業所をいう。以下同じ の医師が同一日に訪問診療、

往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第84条 往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第84条

に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ を行う場 に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ を行う場

合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」と 合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」と

いう を除く であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び いう を除く であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び

⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限る であっ ⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限る であっ

て通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業 て通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業
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所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続 所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続

的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービ 的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービ

ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも

のに限る。以下同じ 並びに利用者又はその家族等に対する居 のに限る。以下同じ 並びに利用者又はその家族等に対する居

宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指 宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指

導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度として算定する。 導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度として算定する。

２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については ２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第

一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という 一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という

の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料

を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問 を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問

して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専 して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専

門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行 門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行

った場合に、所定単位数を算定する。 った場合に、所定単位数を算定する。

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 500単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 450単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同

一日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該 一日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該

利用者（以下この注において「同一建物居住者」という を除く 利用者（以下この注において「同一建物居住者」という を除く

であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者 であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者

（同一建物居住者に限る であって通院が困難なものに対して、 （同一建物居住者に限る であって通院が困難なものに対して、

当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居 当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居

宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、 宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、

介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報 介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報

提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用す 提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用す

る上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場 る上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場

合に、１月に２回を限度として算定する。 合に、１月に２回を限度として算定する。

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 550単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 385単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 500単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 350単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位

注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利 の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利

用者（以下この注１において「同一建物居住者」という を除 用者（以下この注１において「同一建物居住者」という を除

く であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡につい く であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡につい

ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困 ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困

難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師 難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師

が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師 が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師

又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管 又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管

理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指 理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指

導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等 導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等

に必要な情報提供を行った場合に、１月に２回（薬局の薬剤師 に必要な情報提供を行った場合に、１月に２回（薬局の薬剤師

にあっては、４回）を限度として算定する。ただし、薬局の薬 にあっては、４回）を限度として算定する。ただし、薬局の薬

剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該 剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該

利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に 利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に

２回、かつ、１月に８回を限度として算定する。 ２回、かつ、１月に８回を限度として算定する。

２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投 ２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投

薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要 薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要

な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき100単位を所定単 な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき100単位を所定単

位数に加算する。 位数に加算する。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 530単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 450単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が

同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

の注において「同一建物居住者」という を除く であって通院 の注において「同一建物居住者」という を除く であって通院

又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（同 又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（同

一建物居住者に限る であって通院又は通所が困難なものに対し 一建物居住者に限る であって通院又は通所が困難なものに対し

て、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理

指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医 指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医

師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提 師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提

供及び指導又は助言を行った場合に、１月に２回を限度として算 供及び指導又は助言を行った場合に、１月に２回を限度として算

定する。 定する。
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イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低 イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低

栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、 栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利 管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利

用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計 用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

画を作成していること。 画を作成していること。

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと

もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提 もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提

供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録 供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。 していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必

要に応じて当該計画を見直していること。 要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 350単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 300単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が

同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

の注において「同一建物居住者」という。）を除く であって通 の注において「同一建物居住者」という を除く であって通院

院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（同 又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（同

一建物居住者に限る であって通院又は通所が困難なものに対し 一建物居住者に限る であって通院又は通所が困難なものに対し

て、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理 て、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理

指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に 指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に

対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用 対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用

者を訪問し、実地指導を行った場合に、１月に４回を限度として 者を訪問し、実地指導を行った場合に、１月に４回を限度として

算定する。 算定する。

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（そ イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（そ

の実施に同意する者に限る に対して、歯科衛生士、保健師又 の実施に同意する者に限る に対して、歯科衛生士、保健師又

は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士そ は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士そ

の他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂 の他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂

食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。 食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当 ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当

該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能 該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能

に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族 に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族

等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、 等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、

定期的に記録していること。 定期的に記録していること。
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ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必 ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必

要に応じて当該計画を見直していること。 要に応じて当該計画を見直していること。

ヘ 看護職員が行う場合 ヘ 看護職員が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 400単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 360単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位

注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住す 注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住す

る他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の看護職員 る他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の看護職員

が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以 が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以

下この注１において「同一建物居住者」という を除く であ 下この注１において「同一建物居住者」という を除く であ

って通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（ って通院が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者（

同一建物居住者に限る であって通院が困難なものに対して、 同一建物居住者に限る であって通院が困難なものに対して、

医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、 医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、

当該指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪 当該指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪

問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する 問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する

居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、 居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、

要介護認定（法第28条第２項に規定する要介護認定の更新又は 要介護認定（法第28条第２項に規定する要介護認定の更新又は

法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む 法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む

に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス

（法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう の提供 （法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう の提供

を開始した日から起算して６月の間に２回を限度として算定す を開始した日から起算して６月の間に２回を限度として算定す

る。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、 る。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、

所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診 ２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診

療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテー 療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテー

ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居 ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居

者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは認知 者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは認知

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サ

ービスを受けている間は、算定しない。 ービスを受けている間は、算定しない。

６ 通所介護費 ６ 通所介護費

イ 小規模型通所介護費 イ 小規模型通所介護費

⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 461単位 ㈠ 要介護１ 464単位

㈡ 要介護２ 529単位 ㈡ 要介護２ 533単位

㈢ 要介護３ 596単位 ㈢ 要介護３ 600単位




